
児
童
手
当
を
受
給
中
の
人
へ

　

現
況
届
の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
６

月
中
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
受
給
資
格
が
あ
っ
て

も
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。
支
給
の
対
象
と
な
る
可
能

性
が
あ
る
人
に
、
６
月
初
め
に
児
童
手
当
現

況
届
と
共
に
申
請
書
な
ど
を
郵
送
し
ま
す
。

◦
給
付
対
象　

次
の
要
件
を
満
た
す
人

①
平
成
27
年
6
月
分
の
児
童
手
当
の
受
給
者

②
平
成
26
年
分
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得

制
限
額
未
満

◦
給
付
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
３
、０
０
０
円

※
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
児
童
や
生
活
保

護
制
度
の
被
保
護
者
に
あ
た
る
児
童
も
含

み
ま
す
。

◦
申
請
方
法

　

申
請
書
に
同
封
さ
れ
た
返
信
用
封
筒
に
必

要
書
類
を
入
れ
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
子
育
て
支
援
課
、
市
民
課
（
合
志
庁
舎
）、

須
屋
支
所
、
泉
ヶ
丘
支
所
、
６
月
の
日
曜

開
庁
（
合
志
庁
舎
・
午
前
９
時
～
午
後
１

時
）
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◦
申
請
に
必
要
な
書
類

①
申
請
書

②
本
人
確
認
の
書
類
写
し
（
免
許
証
・
保
険

証
・
旅
券
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）

③
振
り
込
み
希
望
の
金
融
機
関
口
座
番
号
が

◦
提
出
書
類

・
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し
（
国
民
年

金
加
入
者
は
不
要
）

・
平
成
27
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

（
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
で
本
市
に
住

所
を
有
し
な
い
人
）

・
生
計
監
護
申
立
書
（
受
給
者
と
児
童
が
住

所
を
別
に
す
る
場
合
。
現
況
届
の
裏
面
）

・
児
童
の
世
帯
全
員
分
が
記
載
さ
れ
た
住
民

票（
児
童
が
市
外
に
住
所
を
有
す
る
場
合
）

◦
提
出
先

　

子
育
て
支
援
課
、
市
民
課
（
合
志
庁
舎
）、

須
屋
支
所
、
泉
ヶ
丘
支
所

※
６
月
の
日
曜
開
庁
（
合
志
庁
舎
・
午
前
９
時

～
午
後
１
時
）
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
本
年
度
は
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

の
受
け
付
け
を
同
時
に
行
な
い
ま
す
の

で
、
給
付
金
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
提
出

も
で
き
ま
す
。

児
童
手
当
と
は

◦
支
給
対
象

　

中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
人
（
父
母
と
も
に
収
入
が
あ
る
場
合
は
、

健
康
保
険
や
税
の
扶
養
を
し
て
い
て
、
生
計

を
み
て
い
る
比
重
が
重
い
人
）
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
（
１
～
５
月
分
に
つ

分
か
る
通
帳
部
分
の
写
し
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
も
可
）

※
児
童
手
当
振
込
口
座
を
希
望
す
る
場
合
、

②
③
は
不
要
で
す
。

◦
申
請
受
付
期
間

　

６
月
１
日
（
月
）
～
30
日
（
火
）

※
児
童
手
当
現
況
届
と
同
時
に
受
け
付
け
を

行
な
い
ま
す
の
で
、
申
請
期
間
が
昨
年
よ

り
短
く
な
り
ま
す
。

◦
支
払
（
振
込
）
予
定
日

　

10
月
９
日
（
金
）

※
児
童
手
当
の
支
給
日
と
同
日

職
場
か
ら
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る

公
務
員
の
人
へ

　

申
請
書
は
郵
送
し
ま
せ
ん
の
で
、
所
属
庁

が
交
付
す
る
証
明
済
み
の
申
請
書
を
、
５
月

31
日
時
点
で
住
ん
で
い
る
自
治
体
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
公
務
員
の
人
の
申
請
期
限
は

８
月
31
日
（
月
）
で
す
。

※
自
治
体
に
よ
り
期
限
は
異
な
り
ま
す
。

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
受
け
付
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

い
て
は
前
々
年
）
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の

場
合
に
は
、
児
童
手
当
額
は
左
記
の
と
お
り

減
額
さ
れ
ま
す
。（
特
例
給
付
）

◦
支
給
手
続
き

　

児
童
を
養
育
す
る
家
計
の
主
た
る
生
計
維

持
者
が
申
請
し
、
住
所
地
の
市
区
町
村
長
（
公

務
員
は
勤
務
先
）
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
、
申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
支
払
い
時
期

　

原
則
と
し
て
毎
年
２
月
、
６
月
、
10
月
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◦
所
得
制
限
限
度
額

　

所
得
制
限
限
度
額
は
、
前
年
（
１
～
５
月

分
に
つ
い
て
は
前
々
年
）
の
所
得
額
で
判
定

し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
に
は
一
定
の
控
除
が

あ
り
ま
す
。
な
お
、
所
得
制
限
限
度
額
は
年

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
（
公
務
員
の
人

は
勤
務
先
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
現
況
届

６
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
提
出
を

　

な
お
、
具
体
的
な
所
得
制
限
限
度
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

◦
問
い
合
わ
せ
先

　

子
育
て
支
援
課
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
５
９

対象 金額

３歳未満
（３歳の誕生月まで）

一律
　15,000 円

３歳以上小学校修了
まで

第１・２子
　10,000 円
第３子以降
　15,000 円

中学生 一律
　10,000 円

所得制限者
（特例給付）

児童１人につき
　  5,000 円

扶養親族等の数 所得額 収入額

０人 622 万円 833 万 3 千円

１人 660 万円 875 万 6 千円

２人 698 万円 917 万 8 千円

３人 736 万円 960 万円

４人 774 万円 1,002 万 1 千円

５人 812 万円 1,042 万 1 千円

児童手当支給月額

所得制限限度額
※
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
ま

た
は
老
人
扶
養
親
族
が
あ
る
人
の
限
度
額
（
所
得
額

ベ
ー
ス
）
は
、
右
記
の
額
に
当
該
老
人
控
除
対
象

配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
６
万

円
を
加
算
し
た
額

※
扶
養
親
族
な
ど
の
数
が
６
人
以
上
の
場
合
の
限
度

額
（
所
得
額
ベ
ー
ス
）
は
、１
人
に
つ
き
38
万
円
（
扶

養
親
族
等
が
老
人
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人

扶
養
親
族
で
あ
る
と
き
は
44
万
円
）
を
加
算
し
た

額

　

後
納
制
度
と
は
、
過
去
10
年
以
内
に
国
民

年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
人
が
申
し

込
み
を
す
る
と
、
平
成
24
年
10
月
か
ら
平
成

27
年
9
月
ま
で
の
3
年
間
に
限
り
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
年
金
額

が
増
え
る
場
合
や
、
納
付
し
た
期
間
が
不
足

し
て
年
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
人
が
年
金

受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

後
納
…
納
め
忘
れ
が
あ
る
（
未
納
）
期
間

　
　
　
　

を
納
付
す
る

　

追
納
…
免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
た
が
後

　
　
　
　

か
ら
納
付
す
る

　

な
お
、
後
納
に
は
審
査
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
審
査
で
承
認
さ
れ
た
後
、
納
付
書
で
納

め
ま
す
。

◦
利
用
で
き
る
人

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
で
、
10
年
以
内

に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
免
除
以
外
）
や
未

加
入
期
間
が
あ
る
人　

②
60
歳
以
上
で
年
金
受
給
資
格
が
な
く
任
意

加
入
中
の
人
な
ど

※
60
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
っ

て
い
る
人
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

◦
申
し
込
み
先

　

熊
本
西
年
金
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

後
納
制
度
が
９
月
末
で
終
了
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先
　
健
康
づ
く
り
推
進
課　

国
保
年
金
班
（
西
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎ 

（
２
４
２) 

１
１
８
３

　
　
　
　
　
　
　

熊
本
西
年
金
事
務
所　

☎ 

（
３
５
５) 

３
２
６
１

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

問
い
合
わ
せ
先
　
子
育
て
支
援
課
（
西
合
志
庁
舎
）

　
　
　
　
　
　
　

☎ （
２
４
２)

１
１
５
９

国民年金保険料の
免除期間・猶予期間がある人へ

　「追納」をお勧めします

　国民年金保険料の免除（全額免
除・一部免除）・若年者納付猶予・
学生納付特例の承認を受けた期間
がある場合、保険料を全額納めた
ときよりも老齢基礎年金の受け取
り額が少なくなります。
　そこで、将来受け取る老齢基礎
年金を増額するために、これらの
期間の保険料は、10 年以内であ
ればさかのぼって納めることがで
きます（追納）。
　ただし、免除などの承認を受け
た期間の翌年度から起算して 3 年
目以降に追納すると、当時の保険
料額に一定の加算額が上乗せされ
ます。
　追納の申し込み
は、熊本西年金事
務所までお願いし
ます。


